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航空事故調査報告書 

 

令和８年４月１０日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

委 員 長  李 家 賢 一（部会長） 

委   員  髙 野   滋 

委   員  堂 園 正 人 

委   員  早 田 久 子 

委   員  津 田 宏 果 

委   員  松 井 裕 子 

 

所属 個人 

型式､国籍登録記号 グラザー・ディルクス式ＤＧ－４００型（動力滑空機、単座）、ＪＡ２３１６ 

事故種類 着陸時の機体損傷 

発生日時 令和７年４月１２日 １７時０１分頃 

発生場所 
北海道北見市 北見地区農道離着陸場（スカイポートきたみ） 

（北緯４３度４６分４８秒、東経１４３度４３分５１秒） 

 

１ 調査の経過 

 

事故の概要 同機は、令和７年４月１２日（土）、耐空証明検査のため機長のみが搭乗し、

北海道北見市内の北見地区農道離着陸場を離陸し、同場外に着陸する際、滑走路

端ののり面に衝突し、機体が大破し、機長が重傷を負った。 

調査の概要 主管調査官ほか１名の調査官（令和７年４月１３日指名） 

ドイツ連邦共和国（機体の設計・製造国）の代表 

意見聴取（原因関係者）及び意見照会（関係国）を実施 

 

２ 事実情報 

 

航空機等 

航空機型式：グラザー・ディルクス式ＤＧ－４００型 

製造番号：４－７５、製造年月日：昭和５９年３月２２日 

耐空証明書：第２０２４－６５－０２号、有効期限：令和７年４月２５日 

乗組員等 

機長 ６３歳 

自家用操縦士技能証明書（滑空機・動力）             平成１０年１１月１２日 

特定操縦技能 操縦等可能期間満了日                令和７年１０月１日 

第２種航空身体検査証明書                有効期限：令和７年１１月１９日 

総飛行時間                             １,５８５時間４５分 

最近９０日間の飛行時間                         ６時間１３分 

気象 

事故現場の東南東約１０kmに位置する気象庁北見地域気象観測所の事故関連時間帯の観測値は次の

とおりであった。 

17 時 00 分 風向 北、風速 １.５m/s、気温 ９.６℃ 

機長の口述によると同場外の北側は雲を避けて高度３,０００ft以上まで飛行可能であった。 
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発生した事象及び関連情報 

(1) 飛行の経過 

同機は耐空証明検査の飛行試験として、機長のみが搭乗し、同場外を１６時４７分に自機の動

力*1にて滑走路２８から離陸した。同機は、高度３,１００ft（「高度」は指定がない限り「気圧高

度」）に達したところで動力を停止した。動力の停止後、エンジンを機体に格納*2する際、格納が

途中で止まってしまったため、一度展開し、プロペラの位置を調整して再度、格納の操作を実施

し、滑空飛行を継続した。その後、女満別飛行場管制所（以下「女満別タワー」という。）とのト

ランスポンダーチェックを行った。この時、高度計規正値（ＱＮＨ）の値を女満別タワーから提

供され、高度計にセットした。トランスポンダーチェックにおける女満別タワーからの応答で

 
*1 同機はエンジンを胴体背部に搭載し使用時に展開して発航する動力滑空機である。 
*2 エンジン格納時にプロペラが動いてしまうと格納を停止するインターロックがある。 

図１ 同機の推定飛行経路（航跡は計器のＧＰＳログによる、高度は気圧高度、下は拡大図） 

拡大範囲 
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は、同機の高度は２,３００ft であった。その後、同場外へ帰投しながら、耐空証明検査の項目で

あるＶＡ
*3（１０３kt）のチェックのため加速した後、減速して失速の検査項目を行った。 

同場外上空まで帰投すると、同機は通常の進入経路である滑走路の南側を飛行した。この時同

場外には１０名ほどのクラブ員がいたが、同機が同場外に進入してくるのを目撃していたのは２

名のみであった。また、航空機の運航を支援する北見フライトサービスは管理事務所内で運用し

ており同機を直接見ていなかった。目撃した整備士は、この時胴体背面のエンジン格納部の扉

が、少し開いていることに気付き、管理事務所内にいた無線交信の担当者に、その旨を伝えるよ

う要請した。機長はこの助言を受信したが着陸間際であったのでそのまま着陸することとした。

機長は高度が低いと感じたのでダウンウインドに入る際に滑走路から離れないように右へ旋回

し、その後ファイナルに入るため左へ旋回し滑走路に着陸しようとした。しかし、この旋回で

オーバーシュートしたためバンクを深くして修正しようとした際に機体が沈んだ。同機は機首下

側を滑走路進入端手前の鉄製フェンスにこすって跳ね上がり、機首がのり面に衝突して左に回転

して停止した。機長は進入するに当たり着陸装置は下げたが、フラップ、ダイブブレーキについ

ては操作することはなかった。同機のＧＰＳの記録によると右旋回を開始した時点で対地高度 

４００ft、左旋回を開始した時点で２００ft であった。なお、機長は事故後、場周飛行を開始し

た頃から事故発生までどのような高度で飛行したか説明できなかった。 

(2) 航空機の損傷に関する情報 

損傷の程度：大破 

・胴体２か所（操縦席の後

ろ、エンジン格納部の後

方）にて折損 

・両翼にゆがみ、操縦系統は

ゆがんで動かなかった。 

・左翼端部、ラダー脱落 

(3) 機長の負傷状況 

重傷 

(4) 機長の動静 

機長は同場外にて活動する「ＮＰＯ法人エアロスポーツきたみ」のクラブ員であり、同機を個

 
*3 「ＶＡ」とは「設計運動速度」のことであり、機体の舵を急激に操作しても構造的な損傷を起こす前に機体が失速す
る速度である。 

図３ 損傷状態 

① フェンスにこすって

跳ね上がり、 

② 機首がのり面に衝突して

左に回転して停止した 

図２ 事故の状況 

ラダー 

左翼端部 
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人的に持ち込んで運航していた。当日はシーズンの初日であり、

例年どおり各機体の耐空証明検査を実施した。同機について、耐

空検査員である整備士と前々日から整備し、耐空証明検査に備え

た。当日、降雨があったが１５時半頃にはやんだので、整備士が

エンジンの試運転を実施し、問題がないことを確認した。機長

は、空が晴れてきたので、耐空証明検査の飛行を実施することと

した。機長は、同場外のオフシーズンの間に、岐阜県にある標高

の低い滑空場（１００ft未満）にて４１回飛行していた。 

(5) エンジン格納方法と扉が開いていた場合の警告 

エンジンを格納する操作をすると、（エンジン格納部の扉が開

く）→（エンジンが格納される）→（エンジン格納部扉が閉じ

る）という順に格納され、エンジン格納後に飛行モード切替えス

イッチ（DEI*4スイッチ）を滑空モードに切り替える。エンジン格

納操作の間、エンジン格納部の扉が開いていると計器盤中央の

Engine Doorライトが点滅し、扉が閉まると消灯

するので、Engine Doorライトの消灯を確認して

から、DEIスイッチを滑空モードに切り替え

る。Engine Doorライトが点滅中に、DEIスイッ

チを滑空モードに切り替えると、扉が開いた状

態であっても点滅するEngine Doorライトは消灯

する（図５）。 

図５は事故直後に撮影されたDEIの写真で、DEIスイッチは滑空モード（Av.）の位置にあった。 

(6) エンジン格納部の扉が開いていたこと及び滑空比の低下 

同機がダウンウ

インドに入った

際、エンジン格納

部の扉が開いてお

り、事故後、図４

のとおり少し開い

たままであったこ

とが確認された。 

同機のＧＰＳの

記録から、エン

ジンを格納した後

と思われる６nmか

ら８nmまでの２nm

を飛行する間に高度が５７４ft低下しているので、この間の滑空比は２１となる（図６）。同機の

ＧＰＳに記録された過去の複数の飛行における滑空比を計算すると約３０であった（飛行規程に

おける最良滑空比は４５）。 

(7) 同機の高度計 

同機にはドラムポインター式の高度計（図７）が搭載されていた。事故直後に整備士が指示値

を確認したところ同場外の標高である６００ftを指していた。また、高度計規正値は、女満別タ

 
*4 「DEI」とは「Digital Engine Instrument」の略で計器盤の中央に位置するエンジンの展開格納、イグニションや
回転数、温度などを表示する統合計器のことである。エンジンを回して飛行する際には DEI スイッチを「エンジン
モード」（Avionik+Engine）に、停止して滑空する際には「滑空モード」(Av.)に変更する。DEI スイッチを「滑空
モード」に切り替えると DEI の電源が切れる。 

滑空比２１ 

ＶＡのチェック 

失速のチェック 

図６ 同機の飛行距離と高度 （搭載ＧＰＳによる） 
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いていた。 

図４ エンジン格納部の扉 

Engine Door ライト 

図５ Engine Door ライトと DEI スイッチ 

DEI スイッチ 
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ワーから提供された１,０１８hPaに

セットされていた。 

ドラムポインター式の高度計につい

ては、ドラムの数字を読んだ後にポ

インターの指示を読む必要があり、ド

ラムの指示が線の上か下かで１,０００

ftの違いになり、過去に高度計の読み

間違いが要因となった事故が発生して

いる。主なものとして、１９８５年に

発生したイベリア航空６１０便の事故

がある。この事故の他にも少なくとも

４件*5ドラムポインター式の高度計の読

み間違いが関連した大型機の墜落事故

が発生している。 

 

３ 分析 

(1) 同機の滑空比 

同機の、以前の飛行における滑空比が約３０であり、今回の飛行において滑空比が２１であっ

たことから、エンジン格納部の扉が開いていたことが滑空比の減少を招いたと考えられる。エン

ジン格納部の扉が開いていたことに機長が気付かなかったことについては、機長によるエンジン

格納完了を示すライト消灯の確認が十分ではないままDEIスイッチを滑空モードに切り替えたため

と考えられる。 

エンジン格納部の扉が開いていたため、これが抵抗となり同機の滑空比が通常の２／３程度に

なっていたことが、機長が帰投するために必要な高度の判断を間違える要因になった可能性が考え

られる。 

(2) 高度計の読み間違いの可能性 

同機には、ドラムポインター式高度計が取り付けられていた。機長は、トランスポンダー

チェックの際、女満別タワーから２,３００ft（対地高度１,７００ft）と言われ、その時点で滑

空性能からも帰投を考えなければいけない高度であったにもかかわらず、その後に高度を消費す

る高速飛行や失速のチェックを行っていたことから、高度を１,０００ft読み間違えていた可能性

が考えられる。 

(3) 同場外の標高の勘案 

また、機長は同場外がオフシーズンの間、着陸時に高度計がほぼ０ftを指す標高の低い滑空場

で飛行した。一方、同場外の標高は６０９ftであるが、機長は、場周飛行に入る際に、対地高度

４００ftとかなり低いにもかかわらずダウンウインドに入ろうとしていること、及び同場外にお

ける今シーズン初めての飛行であったことから、同場外の標高を勘案することを失念しており、

このことが対地高度を間違える要因となった可能性が考えられる。機長は、場周飛行を開始した

頃から事故発生までの間、どのような高度を飛行したか説明することができなかったが、これは

事故の衝撃で当時の記憶が断片的になっていたことによるものと考えられる。 

(4) 安全な高度に対する認識と、その対応の不足 

同機は、高度が十分に確保されていないにもかかわらず、耐空証明検査項目の実施が優先され

た結果、同場外での標準的な場周経路の高度である１,２００ftを大きく下回る高度で同場外付近

上空に進入してきたと認められる。 

 
*5 アメリカン航空３２０便（１９５９年）、アメリカン航空３８３便（１９６５年）、南アフリカ航空２２８便  
（１９６８年）、アリタリア航空４０４便（１９９０年） 

図７ 同機の高度計とドラムポインター式高度計 

（右図 イベリア航空６１０便事故調査報告書より） 

ドラム 

ポインター 

指示値 24,630ft 指示値 600ft 
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機長は、終始、正確な高度の把握ができなかった結果、進入してきた高度が低かったにもかか

わらず、着陸滑走路２８に対しダウンウインド、ベースを描き滑走路端に着陸しようと飛行し

て、高度が不足したものと推定される。進入時、通常の高度より低くなった場合は、飛行する経

路や着地点にこだわらず、十分高度があるうちに旋回し、安全に滑走路に着陸できるよう飛行す

ることが必要である。 

(5) クラブ員の関与 

同機の着陸を目撃していたのは２名のみであったが、この２名は無線機を携帯していなかっ

た。クラブ員が北見フライトサービスを運用していたが、無線交信の担当者は管理棟内にいて、

飛行中の同機を見ていなかった。そのため、低い高度で進入してきた同機に、無線で注意を促す

ことはなかった。同機の進入中、北見フライトサービスの担当者がピスト（指揮所）で着陸機を

見ながら業務を行っていた場合、同機に無線で注意を促すことができた可能性が考えられる。 

 

４ 原因 

本事故は、同機が着陸のため進入中、高度が低くなり、滑走路進入端の手前ののり面に衝突したた

め、機体が大破し、機長が負傷したものと推定される。 

同機の進入高度が低くなったことについては、高度計の読み間違い及び同場外の標高の失念、並び

にエンジン格納部の扉が少し開いていたことによる滑空性能の低下が関与した可能性が考えられる。 

 

５ 再発防止策 

(1) 必要と考えられる再発防止策 

滑空機において高度は飛行するために必要なエネルギーであり、飛行可能な距離に直接的に影

響するため、飛行中常に高度計を確認し高度を正しく認識する必要がある。また、単独で飛行す

る場合、機長が誤認等を起こすことも考えられるので、地上において無線交信を担当する者は可

能な限り機体が見える場所で必要な助言をすることが望ましい。 

(2) 本事故後にエアロスポーツきたみにて講じられた再発防止策 

① 同場外の標高を再度クラブ員に徹底し、着陸する際、従来よりも１００ft 高い高度１,３００

ftから進入するようにした。 

② 北見フライトサービスについて、助言が必要な場合も考慮し、同場外での離着陸がある際に

は、極力屋外にピスト（指揮所）を設けて機体を見ながらフライトサービスの運用を行うこと

とした。 

 


